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北九州市告示第３８８号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により精神通院医療に係る指定自立支

援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告

示する。

  平成３０年９月７日

北九州市長 北 橋 健 治  

訪問看護ステーション（精神通院医療）

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

社会福祉法人恩賜財団

済生会支部福岡県済生

会訪問看護ステーショ

ンひまわり 

北九州市八幡東区春の町二丁目３

番２７号 

平成３０年

９月１日 
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北九州市公告第６１７号

 市有財産を一般競争入札により売り払うので、北九州市契約規則（昭和３９

年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定に

より、次のとおり公告する。

平成３０年９月７日

                    北九州市長 北 橋 健 治

１ 売り払う物件

 （１） 所在地 戸畑区新池二丁目５５１５番６

 （２） 公募地目 雑種地

 （３） 実測面積 ４，７７７．３６平方メートル

 （４） 最低売却価格 ３億２，００８万４，０００円

２ 契約条項を示す場所及び期間

 （１） 場所

   北九州市小倉北区城内１番１号

   北九州市財政局財務部財産活用推進課

 （２） 期間

    この公告の日（以下「公告日」という。）から平成３１年２月１５日ま

で（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）に規定する休日（以下「日曜日等」という。）及び平成３０年１２

月２９日から平成３１年１月３日までの日を除く。）の毎日午前８時３０

分から午後５時１５分まで

３ 入札条件を示す場所及び期間

 （１） 場所

   北九州市小倉北区城内１番１号

   北九州市財政局財務部財産活用推進課

 （２） 期間

公告日から平成３１年２月１５日まで（日曜日等及び平成３０年１２月

２９日から平成３１年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９時から午

後５時まで

４ 現地見学会日時 

平成３０年１１月２１日の午前１０時から正午まで

５ 入札に参加するための要件

 （１） あらかじめ入札参加申込みを行い、入札参加者としての資格を有す

るか否かについて審査を受けなければならない。

 （２） 入札参加申込みは、所定の様式にアからコまでの資料を添付し、持
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参することにより行わなければならない。

  ア 役員一覧

イ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書で発行後３月以内のものに限る

。）

  ウ 会社等の定款

  エ 会社等の概要

  オ 過去３年分の決算報告書

  カ 法人税及び消費税（地方消費税を含む。）の納税証明書（発行後３月

以内のものに限る。）

  キ 市町村民税、固定資産税及び都市計画税の過去３年分の納税証明書（

発行後３月以内のもので本店等の所在地に係るものに限る。）

  ク 印鑑証明書（発行後３月以内のものに限る。）

  ケ 事業実績に関する調書

  コ 土地利用提案書

６ 入札参加申込みを受け付ける場所及び期間

 （１） 場所

   北九州市小倉北区城内１番１号

   北九州市財政局財務部財産活用推進課

 （２） 期間

平成３０年１２月１３日及び同月１４日のそれぞれ午前９時から午後５

時まで

来庁日時については、あらかじめ北九州市財政局財務部財産活用推進課

に電話で連絡し調整すること。

７ 入札及び開札の日時及び場所

 （１） 入札日時 平成３１年２月１５日 午前１０時

 （２） 開札日時 入札締切り後直ちに行う。

 （３） 入札及び開札の場所 

   北九州市小倉北区城内１番１号

   北九州市役所地下２階第６入札室

８ 入札保証金

 （１） 入札価格の１００分の１０以上

 （２） 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は、市に帰属する。

９ 入札に参加できる者の資格

 （１） 土地利用に関する事業の実施に必要な知識、技術的能力等を有し、

指定期日までに売買代金の支払が可能であること。また、土地利用に関す
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る事業を、確実かつ速やかに実施できること。

 （２） 次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。

  ア 北九州市（以下「本市」という。）が行う市有地売払いに関し、（ア

）から（オ）までの事実があった後２年を経過していない者

   （ア） 入札を取り消されたことがある者

   （イ） 落札者として資格を取り消されたことがある者

   （ウ） 申込みを取り消されたことがある者

   （エ） 当選者又は補欠者として資格を取り消されたことがある者

（オ） 前回の市有地売払い以前の落札者又は当選者（補欠者が繰上げ

により当選者となった場合を含む。）で契約の締結又は代金の納入に

至らなかった者

  イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項

の規定又は契約規則第２条の規定に該当する者

  ウ 法人税又は消費税（地方消費税を含む。）の滞納がある者

  エ 過去３年間に市町村民税、固定資産税又は都市計画税の滞納がある者

  オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴

力団」という。）のほか、次に掲げる者

  （ア） 入札に係る物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用

に供しようとする者

  （イ） 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という

。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者

  （ウ） 次のいずれかに該当する者

   ａ 法人でその役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に

実質的に関与している者

ｂ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に

損害を加える目的をもって暴力団を利用している者

ｃ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与す

る等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与して

いる者

ｄ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

 者

ｅ 暴力団又は暴力団員であると知りながらこれを不当に利用してい

る者

（エ） （ア）から（ウ）までに掲げる者の依頼を受けて入札に参加し
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ようとする者

カ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法  

 律第１４７号）第５条第１項に規定する観察処分を受けている団体及び 

 その役職員又は構成員 

１０ 入札の無効

契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

１１ 入札の中止

  特別の事情がある場合は、入札を中止し、又は延期することがある。この

場合において、入札者及び入札に加わろうとする者が損失を受けても、市は

補償の責めを負わない。

１２ 先着順売払いについて

  売払い物件について入札者がないとき、再度入札に付し落札者がないとき

、又は落札者が契約を締結しないときは、先着順により申請を受け付け、資

格審査の上、売り払う。

（１） 受付及び申請書を交付する場所

  北九州市小倉北区城内１番１号

  北九州市財政局財務部財産活用推進課

（２） 受付期間

平成３１年３月８日から同年５月３０日まで（ただし、入札参加申込み

を行った者がいないときは、平成３１年１月４日から同年５月３０日まで

。）（日曜日等を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで

１３ 入札に係る問合せ先

  北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市財政局財務部財産活用推進課

電話 ０９３－５８２－２００７
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